
医療ネグレクトにより児童の生命・身体に重大な影響がある場合の対応の流れ
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医療行為を実施
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→児童の生命・身体の安全確保のため緊急の必要が

あると認めるときは、親権者等の意に反してもとること
ができる。（児福法第33条の2第4項、第47条第5項）
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（ ）施設長等が上記 監護措置をと た場合

（注１）親権停止審判を本案とする審判前の保全処分として行う。
（注２）職務代行者の選任は職務執行停止に加えて必要がある場合に行う。職務代行者の資格に特に定めはなく、弁護士、児相長、医師等が選任されている例がある。

（児童相談所に相談・連絡する余裕がない） （※）施設長等が上記の監護措置をとった場合、
児福法第27条第１項第３号等の措置を行った
都道府県又は市町村の長に報告
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